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　平成21年12月期において、下記のとおり特別利益の発生見込み及び特別損失が発生いたしましたのでお知らせ

いたします。

１．特別利益及び特別損失の内容

（1）特別利益

　　 連結子会社である東亜紡織株式会社（大阪市）は、関連会社である無錫中亜毛紡織印染有限公司におい

　 て、回収が遅延している債権を返済する訴えを中国江蘇省無錫市第一毛紡織染廠及び無錫奥新毛紡織染有
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　 限公司に対し提訴しておりましたが、平成21年４月１日付けにて江蘇省高等人民法院より民事調停書が発

　 行され、和解合意に至りました。合意内容は以下のとおりであります。

　 ①無錫市第一毛紡織染廠及び無錫奥新毛紡織染有限公司は1,122万元を補償金として東亜紡織株式会社

　  （大阪市）に支払う。

　 ②東亜紡織株式会社（大阪市）は無錫市第一毛紡織染廠の無錫東亜毛紡織有限公司における持分23％を

　   1,522万元で譲り受ける。

　　 ①については、平成21年12月期第２四半期連結累計期間において1,122万元（161百万円）を特別利益に

　　 計上する見込みであります。

　 （注）１元=14.38円（平成21年３月31日現在換算レート）

（2）特別損失

　　 当社は、平成21年12月期第１四半期連結累計期間において、棚卸資産を従来の原価法から収益の低下に

　 よる簿価を引下げた低価法に変更したことにより、「たな卸資産評価損」245百万円の特別損失を計上い

　 たしました。

２．業績への影響

      本日発表しました「平成21年12月期第１四半期決算短信」をご覧ください。
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